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令和 ７ 年 12 月 12 日（金曜日）　号外　第 60 号

本号で公布された条例のあらまし

条　　　　　例

◎　市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第60号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　令和７年の人事委員会勧告を踏まえ、市町村立学校職員の給与改定を行うとともに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の
　　給与等に関する特別措置法の一部改正に伴い、教職調整額の改定等を行うため、所要の改正を行うこととしました。
　２　施行期日等
　　　この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用することとしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　条　　　例
○市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一
　部を改正する条例………………………………………（教育庁）１

　市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　令和７年12月12日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第60号
　　　市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例　
　（市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正）
第１条　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県条例第26号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（宿日直手当）
第５条　宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、
　 4,400円（人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿
　日直勤務にあっては、 6,100円）を超えない範囲内において人事
　委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執
　務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の２分の１
　に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時
　から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、 6,600
　円（人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務
　にあっては、 9,150円）を超えない範囲内において人事委員会規
　則で定める額とする。

　（宿日直手当）
第５条　宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、
　 4,700円（人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿
　日直勤務にあっては、 6,400円）を超えない範囲内において人事
　委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執
　務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の２分の１
　に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時
　から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、 7,050
　円（人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務
　にあっては、 9,600円）を超えない範囲内において人事委員会規
　則で定める額とする。

　　別表第１を次のように改める。
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第２条　市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（特殊勤務手当）
第４条　特殊勤務手当の種類は、多学年学級担当手当、教員特殊業
　務手当、教育業務連絡指導手当、夜間学級担当手当及び夜間中学
　業務手当とする。
２　多学年学級担当手当は、小学校、中学校又は義務教育学校の２
　以上の学年の児童又は生徒で編制される学級を担当する職員のう
　ち人事委員会の定める職員が当該学級における授業又は指導に従
　事したときに支給する。
３　前項の手当の額は、従事した日１日につき 350円の範囲内で人
　事委員会が定める。
４　［略］
５　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。
　（１）　［略］
　（２）　前項第１号イ及びウの業務　 7,500円
　（３）〜（６）　［略］
６～11　［略］
　（義務教育等教員特別手当）
第５条の３　［略］
２　義務教育等教員特別手当の月額は、 8,000円を超えない範囲内
　で、職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては
　、職務の級）の別に応じて、人事委員会規則で定める。

３　第１項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹
　教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で
　定めるものをいう。

４　前３項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給
　に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第１　教育職給料表（第３条関係）

　備考
　　１　［略］
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級で
　　　ある職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この
　　　表の額に 7,500円をそれぞれ加算した額とする。

　（特殊勤務手当）
第４条　特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当、教育業務連絡
　指導手当、夜間学級担当手当及び夜間中学業務手当とする。

２　［略］
３　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。
　（１）　［略］
　（２）　前項第１号イ及びウの業務　 8,000円
　（３）〜（６）　［略］
４～９　［略］
　（義務教育等教員特別手当）
第５条の３　［略］
２　義務教育等教員特別手当の月額は、 8,200円を超えない範囲内
　で、職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては
　、職務の級）の別に応じて、並びに当該教育職員の校務類型に係
　る業務の困難性その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める
　。
３　前２項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹
　教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で
　定めるものをいう。
４　第２項の校務類型は、次に掲げる校務の種類とする。
　（１）　学級（小学校、中学校及び義務教育学校の学級に限り、特
　　別支援学級を除く。）を担任する業務
　（２）　前号に掲げるもの以外の校務
５　前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給
　に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第１　教育職給料表（第３条関係）

　備考
　　１　［略］
　　２　この表の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるもの
　　　の給料月額は、この表の額に、その職務の級が３級である職
　　　員にあっては11,500円を、４級である職員にあっては 4,000
　　　円をそれぞれ加算した額とする。

　［略］　［略］

　（職員の給与に関する条例の一部改正）
第３条　職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（義務教育等教員特別手当）
第８条の６　［略］

　（義務教育等教員特別手当）
第８条の６　［略］
２　義務教育等教員特別手当の月額は、職務の級及び号給（定年前
　再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の別に応じて、並
　びに当該教育職員の校務類型に係る業務の困難性その他の事情を
　考慮して人事委員会規則で定める。
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２　前項において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹
　教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で
　定めるものをいう。

３　前２項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給
　に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第３　教育職給料表（第３条関係）

　備考
　　１　［略］
　　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級で
　　　ある職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この
　　　表の額に 7,700円をそれぞれ加算した額とする。

３　前２項において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主
　幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則
　で定めるものをいう。
４　第２項の校務類型は、次に掲げる校務の種類とする。
　（１）　学級（中学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、
　　特別支援学級を除く。）を担任する業務
　（２）　前号に掲げるもの以外の校務
５　前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給
　に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第３　教育職給料表（第３条関係）

　備考
　　１　［略］
　　２　この表の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるもの
　　　の給料月額は、この表の額に、その職務の級が３級である職
　　　員にあっては11,500円を、４級である職員にあっては 3,800
　　　円をそれぞれ加算した額とする。

　［略］　［略］

　（県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）
第４条　県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和34年宮崎県条例第10号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（教員特殊業務手当）
第５条　［略］
２　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。
　（１）　［略］
　（２）　前項第１号イ及びウの業務　 7,500円
　（３）〜（７）　［略］

　（教員特殊業務手当）
第５条　［略］
２　前項の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次に掲げる
　額とする。
　（１）　［略］
　（２）　前項第１号イ及びウの業務　 8,000円
　（３）〜（７）　［略］

　（義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正）
第５条　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年宮崎県条例第47号）の一部を次のように改正する
　。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（教育職員の教職調整額の支給）
第３条　教育職員（校長、副校長及び教頭を除く。第７条において
　同じ。）には、当該職員の給料月額の 100分の４に相当する額の
　教職調整額を支給する。

２　［略］
　（教職調整額を給料とみなして適用する条例等）
第４条　前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げ
　る条例の規定並びにこれらに基づく人事委員会規則及び教育委員
　会規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみ
　なす。
　（１）　［略］
　（２）　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県
　　条例第26号）（第４条第８項及び第９項、第４条の２並びに第
　　４条の３の規定に限る。）
　（３）〜（５）　［略］
　（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等）
第７条　［略］
２・３　［略］

　（教育職員の教職調整額の支給）
第３条　教育職員（校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認
　定者（教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１項の
　規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第４
　項の認定の日までの間にあるものをいう。第７条第４項において
　同じ。）を除く。第７条において同じ。）には、当該職員の給料
　月額の 100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。
２　［略］
　（教職調整額を給料とみなして適用する条例等）
第４条　前条第１項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げ
　る条例の規定並びにこれらに基づく人事委員会規則及び教育委員
　会規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみ
　なす。
　（１）　［略］
　（２）　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県
　　条例第26号）（第４条第６項及び第７項、第４条の２並びに第
　　４条の３の規定に限る。）
　（３）〜（５）　［略］
　（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等）
第７条　［略］
２・３　［略］
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　　　附　則
１・２　［略］

４　指導改善研修被認定者に対し時間外勤務を命ずる場合は、災害
　その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるとき
　に限るものとする。
　　　附　則
１・２　［略］
　（教職調整額に関する経過措置）
３　次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用
　については、同項中「 100分の10」とあるのは、それぞれ同表の
　右欄に掲げる字句とする。 
令和８年１月１日から同年12月31日まで  100分の５
令和９年１月１日から同年12月31日まで  100分の６
令和10年１月１日から同年12月31日まで  100分の７
令和11年１月１日から同年12月31日まで  100分の８
令和12年１月１日から同年12月31日まで  100分の９

　　　附　則
　（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条から第５条までの規定は、令和８年１月１日から施行する。
２　第１条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「改正後の市町村立学校職員給与等条例」という。）の規
　定は、令和７年４月１日から適用する。
　（切替日前の異動者の号給の調整）
３　令和７年４月１日（以下この項において「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準
　ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と
　認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
　（給与の内払）
４　改正後の市町村立学校職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関
　する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市町村立学校職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
　（経過措置）
５　第５条の規定の施行の日（以下この項において「一部施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１項
　の規定による認定を受けた者であって、一部施行日の前日までに同条第４項の認定を受けていないものが、当該認定を受けるまでの間に
　おける当該者に対する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定による教職調整額は、第５条の規定に
　よる改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第３条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例によ
　る。
　（人事委員会規則への委任）
６　前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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